
当院における患者さんの権利と責任
Rights & Responsibility
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個人として尊重され、適切な医療を受けること
病気や治療の内容、および回復の可能性について、わかりやすい言葉や方法で説明を受けること
手術や検査など重大な診療行為を受けるかどうかの判断に、必要かつ十分な説明を受けること
治療方針の決定に主体的に参加し、自分の意思で治療を受けるかどうかを決定すること
痛みを和らげるために、原因に応じた適切な治療、ケアを受けること
他施設の医師に意見（いわゆるセカンドオピニオン）を求めること
医療に関する個人情報は保護され、プライバシーが守られること
治療を継続するために、適切な医療機関の紹介を受けること
カルテ開示を求めること
会計の内容について説明を受けること
治療に納得がいかない場合は、自分の意思で退院すること
診療行為において事故が発生した場合は、その内容を事実に基づいて、可能な限り詳細に説明を受けること

Responsibility
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ご自身の病状について、正確に話していただくこと
ご自身の病気や医療行為の経過について気になる点があれば、スタッフに申し出ていただくこと
同意された治療を受けるにあたっては、医療スタッフの計画や指示に基き、療養していただくこと
治療を受けない選択をされた場合、または医師の指示に応じない場合、それにより生じる医療上の問題には、
ご自身の責任で対応していただくこと
受けた医療に関する支払いには、速やかに応じていただくこと
当院での入院治療が終了した場合には、医師の指示に基づき、速やかに退院または転院していただくこと
他の患者さんや医療スタッフへの迷惑行為（大声、威嚇、暴言、医療行為の強要など）は行わないこと
院内は禁煙のため、喫煙は院外の喫煙所を利用していただくこと
面会時間、電子機器の取り扱いなど、院内の規則を守っていただくこと

当誌「みやのわ」では、読者の皆様からのご意見や感想をお待ちしております。
お名前等の個人情報は、一切掲載いたしません。匿名でご投稿頂いても結構です。また、診療に
関する個人的なご質問やご意見はこちらでは受け付けておりませんのでご了承ください。

はがき等の場合
電子メールの場合

〒321-0974  宇都宮市竹林町911－1　済生会宇都宮病院　経営支援課
miyanowa@saimiya.com
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患者さんの権利

患者さんの責任

URL :www.saimiya.com
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１.

２.

医療サービス提供者として次の基本を守ります

・安全で信頼性のある医療を提供します

・医療を受ける方の権利と尊厳を尊重し、満足度の向上に努力します

地域基幹病院として次の役割を果たします

・地域医療の向上に貢献します

・地域の医療福祉機関と密接に連携し、地域から頼られる存在になります

済生会宇都宮病院理念


